
キャッシュレス機器等の導入を支援します！！

～企業合同説明会の参加企業を募集します ～ ～企業合同説明会の参加企業を募集します ～ 

「国東市小規模事業者キャッシュレス機器導入等補助金制度」 

10月1日より、国東市に来訪する観光客や市民の利便性向上を図るため、キャッシュレス機器等を導入する

小規模事業者に対し、導入費用の一部助成を行っています。

キャッシュレス決済（ＩＣクレジットカード及び電子マネー）決済端末機を
市内の事業所に設置する費用

※詳細は、活力創生課までお問合せ下さい。また、国・県又は他の補助金の
交付対象となった経費は、補助金の対象から除外します。

　「企業合同説明会」は、国東市内の企業と地域に居住する就職希望者とのマッチングを行うことを目的に
平成27年度より開催しています。 
　来年2月にアストくにさきで説明会を開催する予定ですので、参加企業を募集します。詳しくは、活力創生
課までお問合せ下さい。 

①製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者（会社及び個人事業主）で
あり、常時使用する従業員の数が下表に該当する事業者であること。 

概　　要

対 象 者

補助率・補助限度額

対象企業
募 集 数
参 加 料
形　　式
申込期限
申込方法

本社または事業所が市内にあり、正社員を採用する予定であること
30社程度（参加企業が予定数を超えたときは、調整する場合もあります）
無料
個別ブース内（幅 1.8ｍ程度）で企業概要や就職に関する説明を実施 
11 月15 日（金）
参加申込書に必要事項を記入し、活力創生課までお申し込み下さい。

※参加申込書は、国東市のホームページからもダウンロードできます。 
http://www.city.kunisaki.oita.jp/site/shinko/syuusyokubosyuu1903.html

補　助　率

補助限度額

対象経費の2/3以内

50,000円

次の①～③に掲げる要件をすべて満たす小規模事業者

②市内に事業所を有すること。　③市税を完納していること。

卸売業・小売業 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 

製造業その他 

常時使用する従業員の数   5人以下

常時使用する従業員の数   5人以下

常時使用する従業員の数 20人以下

常時使用する従業員の数 20人以下 

【申込 ・問合先】活力創生課　商工労政係　☎0978-72-5183

【申込 ・問合先】活力創生課 商工労政係　☎0978-72-5183

対象経費

～参加企業募集内容～

※上記に該当すれば、業種は問いません。

　みなさんの地区にしかない小さなお祭り、季節の行事、変わった
風習などありませんか？
　国東市ケーブルテレビセンターでは、その地区独特の珍しい
行事やイベントの情報を募集しています。「もっと市民のみなさん
に知ってほしい」、「もっと多くの人に来てもらいたい」、そのような
思いをお持ちであれば、ぜひ情報をお寄せください。

地域のお祭り・行事の情報募集！地域のお祭り・行事の情報募集！

【情報はこちらまで】

☎0978-73-0200
メール：kunisaki-tv@oct-net.ne.jp

国東市ケーブルテレビセンター

　9月21日の「敬老の日」に合わせ、三河市長が市内最高齢者の中野正人さんと一丸久子さんをお祝いしました。お二人と

もご親族や施設の職員のみなさんに長寿を祝福され、とても嬉しそうでした。いつまでもお元気にお過ごしください。

新農業者年金は

経営移譲年金の受給要件は大丈夫ですか？

【問合先】高齢者支援課  ☎0978－72－5189

【問合先】国東市農業委員会  ☎0978－72－5176

1． 農地を借りたり、買ったりする  2． 貸付けた農地の返還を受けて農業を再開する
3． 農業生産法人の社員、組合員または株主になる
4． 貸付けた相手方を変更する(中間管理機構・農地所有適格法人・国東市農業公社への貸付は

構いません)
5． 貸付けた農地が耕作放棄された

いつまでもお元気で！市内で一番のご長寿さん

明治45年7月1日生まれ

国見町櫛来出身

国見町の「姫見苑」に入所中

中野 正人中野 正人さんさん 107歳107歳

男性最高齢者（9月30日訪問）

大正4年10月25日生まれ

国東町中田出身

武蔵町の「むさし苑」に入所中

一丸 久子一丸 久子さんさん 103歳103歳

女性最高齢者（9月17日訪問）

「新農業者年金」加入者募集!!「新農業者年金」加入者募集!!
安心した老後の生活を送るために、
新農業者年金に加入しませんか？

　自分が積み立てた保険料とその運用益で年金額が決まる年金です。少子高齢化が進んでも制度の安

定性は損なわれません。

◎加入できる方は
・20歳以上60歳未満の方　・国民年金の加入者（免除中の方は除きます）
・年間60日以上農業に従事する方（農地を所有していなくても構いません）

◎毎月の保険料の額は
・2万円から6万7千円まで（千円単位で決められます）経営状況に応じていつでも見直せます
・要件を満たす農業の担い手となる方には、国から保険料補助があります

◎終身年金のうえ80歳までは保証付き

農業委員会にて、年金額の試算等行っています。お気軽にお尋ね下さい

・65歳から生涯受け取る事ができます（仮に80歳前に亡くなられた場合は、80歳までに受け取
れるはずだった老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます）

　経営移譲年金受給者で次の事項に該当する場合、支給停止になる事がありますので、事前に農業委員会

へご相談下さい。また、経営所得安定対策等の農政関係の交付金を受給者が受け取ることはできません。

◎税制上の優遇処置があります。
・支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象となり所得税・市県民税の大きな節税につな

がります
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